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(57)【要約】
【課題】手摺の前出距離等に応じてフランジの厚みを変
更した場合であっても、手摺本体の端部側面に形成され
た被係止部に意匠カバーに形成された係止部を係止させ
るので、意匠カバーと壁面に隙間を生じることなく、フ
ランジの厚さ違いに同一部品で対応することができる。
【解決手段】使用者が把持する手摺本体の端部に前記手
摺本体の端部の強度を確保するフランジを連結し、壁面
に対して前記フランジをネジで取り付け、更に前記手摺
本体の端部に係止する意匠カバーにより前記フランジが
覆い隠される手摺において、前記意匠カバーの内側に前
記壁面に向かう方向に突出して形成された複数の係止部
と、前記手摺本体の端部側面に形成され、前記複数の係
止部が係止する被係止部と、を有する係止構造を備え、
前記複数の係止部は、前記壁面に向かう方向において高
さの異なることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が把持する手摺本体の端部に前記手摺本体の端部の強度を確保するフランジを連
結し、壁面に対して前記フランジをネジで取り付け、更に前記手摺本体の端部に係止する
意匠カバーにより前記フランジが覆い隠される手摺において、
　前記意匠カバーの内側に前記壁面に向かう方向に突出して形成された複数の係止部と、
前記手摺本体の端部側面に形成され、前記複数の係止部が係止する被係止部と、を有する
係止構造を備え、
　前記複数の係止部は、前記壁面に向かう方向において高さの異なることを特徴とする手
摺。
【請求項２】
　前記複数の係止部は、弾性を有する複数の爪部であり、
　前記被係止部は、前記壁面に向かう方向に縮径する傾斜部であることを特徴とする請求
項１に記載の手摺。
【請求項３】
　前記複数の爪部は、前記壁面に向かう方向において高さの異なる２種類からなり、高低
差が前記傾斜部の高さの範囲で形成されることを特徴とする請求項２に記載の手摺。
【請求項４】
　前記複数の爪部は、前記手摺本体の端部周壁に沿って高さの異なる２種類の爪部が交互
に配置されることを特徴とする請求項３に記載の手摺。
【請求項５】
　前記手摺本体の端部は、前記手摺本体とは別部材のブッシュであることを特徴とする請
求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の手摺。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ユニットバスや一般浴室等の壁材に設置する手摺に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、比較的強度が低い壁材に手摺を設置する場合の、手摺の壁材への取付用器具
、および取付方法が採用されている。例えば、特許文献１に記載されるように、ユニット
バスや一般浴室の壁材へ手摺等の被取付部材を取り付ける場合、壁の表裏をブラケットに
て挟持した後、そのブラケットと手摺端部を固定する方法が一般的に採用されている。
【０００３】
　特許文献１のような手摺では、壁裏補強材と壁表補強材とを、壁材側に充分に固定でき
るため、手摺等を壁材へ強固に固定可能となるが、壁裏補強材を引張部材を介し、壁材の
裏面にセットしなければならず、施工部材が多くなるだけではなく施工性が悪いという課
題を有している。
【０００４】
　また、特許文献２のような手摺では、設置基部に固定される固定パイプの外周を連結状
態において外嵌する一対の分割カバーからなり、各分割カバーには固定パイプ対応縁に該
固定パイプの長手方向に延びる弾性脚が設けられるとともに、弾性脚には、固定パイプの
外周壁面に圧接する押圧突起が設けられる構造の意匠カバーが開示されている。これによ
り、構造が簡単で、かつ、装着作業性の良好な固定パイプの意匠カバー装置を提供できる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－０７２３１８号公報（図１参照）
【特許文献２】特開２００２－１９４８６９号公報（図１参照）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般的に手すりには目的や用途に応じて壁面から手摺の握り部までの距離（前出距離）
が長いタイプや短いタイプの異なる手摺が用意されている。この前出距離の違いにより、
同じ荷重がかけられた場合でも壁固定部にかかる力が異なるため、それぞれに応じた強度
を確保するためフランジの厚みを考慮する必要がある。
【０００７】
しかしながら、前出距離の違いに応じてフランジの厚さを変更した場合、特許文献１のよ
うな手摺では、意匠カバーではフランジの厚み毎に対応することは出来ないため、フラン
ジの厚さに応じた意匠カバーを用意しなければならず、その場合は更に部品点数が増える
という課題を有する。また、特許文献２のような手摺では、押圧突起の圧接力により意匠
カバーを固定するため、所定の位置から意匠カバーが移動した場合、復元力がないため、
壁面と意匠カバーの間に容易に隙間が生じるという課題を有する。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑み、手摺の前出距離等に応じてフランジの厚みを変更
した場合であっても、意匠カバーと壁面に隙間を生じることなく、フランジの厚さ違いに
同一部品で対応することができる手摺を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の手摺は、使用者が把持する手摺本体の端部に前
記手摺本体の端部の強度を確保するフランジを連結し、壁面に対して前記フランジをネジ
で取り付け、更に前記手摺本体の端部に係止する意匠カバーにより前記フランジが覆い隠
される手摺において、前記意匠カバーの内側に前記壁面に向かう方向に突出して形成され
た複数の係止部と、前記手摺本体の端部側面に形成され、前記複数の係止部が係止する被
係止部と、を有する係止構造を備え、前記複数の係止部は、前記壁面に向かう方向におい
て高さの異なることを特徴とする。
【００１０】
　このような構成とすれば、手摺の前出距離等に応じてフランジの厚みを変更した場合で
あっても、手摺本体の端部側面に形成された被係止部に意匠カバーに形成された係止部を
係止させるので、意匠カバーと壁面に隙間を生じることなく、フランジの厚さ違いに同一
部品で対応することができる。
【００１１】
　また、本発明の手摺は、前記複数の係止部は、弾性を有する複数の爪部であり、前記被
係止部は、前記壁面に向かう方向に縮径する傾斜部であることを特徴とする。
【００１２】
　このような構成とすれば、フランジの厚みを変更した場合であっても、手摺本体の端部
側面に形成された被係止部に意匠カバーに形成された係止部を係止させる際に、壁面に向
かって縮径する傾斜部に弾性を有する爪部が係止するので、作業者が容易に手摺本体の端
部側面に意匠カバーを取付けることができる。また、意匠カバーには常に壁面へ向かう弾
性力が作用するため、使用者が不意に意匠カバーに触れた場合でも意匠カバーが移動しづ
らく、また瞬間的に移動して意匠カバーと壁面の間に隙間が生じた場合も、すぐに元の位
置にもどるため、隙間が容易に生じない効果がある。
【００１３】
　また、本発明の手摺は、前記複数の爪部は、前記壁面に向かう方向において高さの異な
る２種類からなり、高低差が前記傾斜部の高さの範囲で形成されることを特徴とする。
【００１４】
　このような構成とすれば、フランジの厚みを変更した場合であっても、手摺本体の端部
側面に形成された被係止部に意匠カバーに形成された係止部を係止させる際に、壁面に向
かって縮径する傾斜部に引っかかることなくスムーズに爪部を係止させることが可能にな
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るので、作業者がより容易に意匠カバーを手摺本体の端部に取付けることができるように
なる。
【００１５】
　また、本発明の手摺は、前記複数の爪部は、前記手摺本体の端部周壁に沿って高さの異
なる２種類の爪部が交互に配置されることを特徴とする。
【００１６】
　このような構成とすれば、手摺本体の端部側面に形成された被係止部に意匠カバーに形
成された係止部をガタツキなく安定させて係止することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明の手摺は、前記手摺本体の端部は、前記手摺本体とは別部材のブッシュで
あることを特徴とする。
【００１８】
　このような構成とすれば、前出距離が異なるタイプ同士でも、手摺本体とは別部材のブ
ッシュを共通部品としてコスト削減を図りつつも、上記と同様に、手すりの前出距離等に
応じてフランジの厚みを変更した場合であっても、手摺本体の端部側面に形成された被係
止部に意匠カバーに形成された係止部を係止させるので、意匠カバーと壁面に隙間を生じ
ることなく、フランジの厚さ違いに同一部品で対応することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、手摺の前出距離等に応じてフランジの厚みを変更した場合であっても
、手摺本体の端部側面に形成された被係止部に意匠カバーに形成された係止部を係止させ
るので、意匠カバーと壁面に隙間を生じることなく、フランジの厚さ違いに同一部品で対
応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の手摺本体を浴室の壁面に設置した外観斜視図である。
【図２】本発明の手摺本体の斜視図である。
【図３】本発明の手摺本体の端部の分解斜視図である。
【図４】本発明のカバーを裏面からみた斜視図である。
【図５】本発明の手摺本体を壁面へ固定した場合の手摺本体の端部の断面図である。
【図６】本発明の手摺を薄いフランジを用い壁面へ固定した場合の手摺本体の拡大断面図
である。
【図７】本発明の手摺を厚いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大断面図である。
【図８】第二の実施形態である手摺本体の端部の分解斜視図である。
【図９】第二の実施形態である手摺を壁面へ固定した場合の手摺本体の端部の断面図であ
る。
【図１０】第二の実施形態である手摺を薄いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大断
面図である。
【図１１】第二の実施形態である手摺を厚いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図１～図１１に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の手摺を浴室の壁面に設置した外観斜視図である。ユニットバスに代表
されるような形態の浴室Ｙの底面に浴槽Ｂが壁面に当接するよう設置され、さらに浴室Ｙ
の壁面に手摺１が入浴者の介助となるべく好適な位置となるよう設置されている。
【００２２】
　図２は、本発明の手摺の斜視図である。手摺１は入浴者の手が握られる握り部２が水平
方向に延びるよう構成され、その握り部２の両端にエルボ３が連接されている。さらに、
エルボ３の壁側端部に向かう接合部を覆う意匠カバー４が配設される構成となっている。
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【００２３】
　図３は、本発明の第一の実施形態である手摺本体の分解斜視図である。エルボ３は握り
部２との接続部から手摺本体の端部９へ方向を変える曲げ部８と側面に被係止部１０が形
成された手摺本体の端部９とを有する構成となっている。フランジ５は、手摺本体の端部
９を壁面に対して固定するために、周縁に形成された複数の第二のネジ孔１２を有し、エ
ルボ３およびフランジ５を連結するための止めねじ６を差し込むための第一のねじ孔１１
が設けられている。
【００２４】
　施工方法として、（１）フランジ５に手摺本体の端部９を当接し、（２）フランジ５の
裏面から止めねじ６を螺合する。（３）フランジ５の周縁に形成された複数の第二のネジ
孔１２にネジ７を介し浴室Ｙの壁面に固定する。（４）意匠カバー４をエルボ３の被係止
部１０に係合させる。こうすることにより、手摺は浴室Ｙの壁面に強固に固定されること
になる。また、浴室Ｙの壁面にネジ７を介し、浴室Ｙ側である表面から手摺１を固定でき
るので、極めて施工性が良好であるといえる。
【００２５】
　図４は、本発明の意匠カバーを裏面からみた斜視図である。意匠カバー４は、ポリプロ
ピレンで製造されている。意匠カバー４は中央にエルボ３を挿通するための円形の開口を
有し、手摺固定部を覆うよう側壁部４’を具備している。さらに、開口側面より垂下する
、壁面に向かう方向に形成された係止部となる弾性を有する爪の高さが長い長爪部１３と
、爪の高さが長爪部１３と比較し低い短爪部１４とが一定の幅（１０ｍｍ程度）で等間隔
で交互に６個設けられている。尚、複数の係止部は、弾性の有する複数の爪部が好ましい
が、弾性を有していない構成であっても構わない。
【００２６】
　意匠カバー４は強度および長爪部１３、短爪部１４が弾性を有する材質であればポリプ
ロピレンに限定されることなく、種々の樹脂材料であっても何ら差し支えない。また、長
爪部１３と短爪部１４を一定の幅で等間隔で交互に設けたが、一定の幅でなくてもよい。
さらには等間隔でなく、交互でなくても何ら差し支えない。つまり、被係止部１０に長爪
部１３、短爪部１４が係止出来るよう構成すれば良いことになる。
【００２７】
　図５は、本発明の手摺を壁面へ固定した場合の手摺本体の端部９の断面図である。フラ
ンジ５とエルボ３が止めネジ６で螺合接続されている。さらに、意匠カバー４を手摺本体
の端部９に設けた壁面に向かって縮径した被係止部１０に複数の長爪部１３、短爪部１４
を係合させるよう構成されている。
【００２８】
　図６は、本発明の手摺を薄いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大断面図である。
図中αはフランジ５の厚みを示し、比較的薄い場合を示したものである。フランジ５の厚
みが比較的薄いαとした場合、意匠カバー４は短爪部１４よりも長爪部１３により保持さ
れることになる。この場合、長爪部１３が被係止部１０に当接した状態となるが、長爪部
１３は壁側（図６では下側）に押圧する力が働き、意匠カバー４がガタ付くことなく強固
に手摺本体の端部９に保持されることになる。
【００２９】
　図７は、本発明の手摺を厚いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大断面図である。
図中βはフランジ５の厚みを示し、図６のαに対し、厚みが大きい場合を示したものであ
る。フランジ５の厚みが比較的厚いβとした場合、意匠カバー４は長爪部１３よりも短爪
部１４により保持されることになる。この場合、短爪部１４が被係止部１０に当接した状
態となるが、短爪部１４は壁側（図７では下側）に押圧する力が働き、意匠カバー４がガ
タ付くことなく強固に手摺本体の端部９に保持されることになる。この場合、長爪部１３
は被係止部１０に係止されずエルボ３の円周部に当接することになる。これにより長爪部
１３はエルボ３の内側に押圧する力が働き、意匠カバー４が円周方向に回転するのを抑制
する効果を奏することになる。また、本実施例において弾性を有する係止部は２種類の高
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さの異なる爪を具備しているが、数に限定することではなく、フランジの厚みにより適宜
爪の数を増やすことも可能であることは言うまでもない。
【００３０】
　以上のような構成としたため、手摺１のフランジ５の厚みを変更した場合であっても、
意匠カバー４に形成された長爪部１３、短爪部１４がエルボ３の壁固定端部９の側面に形
成された被係止部１０に係止するので、意匠カバー４と壁面に隙間を生じることなく、フ
ランジ５の厚さ違いに同一部品で対応することができる。そのため、部品点数も多くなら
ず、コストも高くならず、かつ良好な施工性を有する手摺を提供することができる。
【００３１】
なお、本発明において、エルボ３は、曲げ部８と側面に被係止部１０が形成された手摺本
体の端部９とに分割することも可能である。一般的に手すりには目的や用途に応じて前出
距離が長いタイプや短いタイプの異なる手摺が用意されている。ただし、前出距離の長い
タイプと短いタイプの間で部品構成に違いはなく、主に手摺本体の端部９から手摺バー接
続部までの距離が異なるだけの違いの場合が多い。したがって、前出距離が異なるタイプ
同士でも、手摺本体の端部９や被係止部１０の形状は同じであるため、エルボ３を曲げ部
８と手摺本体の端部９に分割し手摺本体の端部９を共通部品としコスト削減を図る手段が
しばしばとられる。
【００３２】
図８は、第二の実施形態である手摺本体の端部９の分解斜視図である。手摺本体の端部９
であるブッシュ２０は、エルボ３’の端部を保持するために、上側保持部１６と、側面に
被係止部１８が形成された下側保持部１７とを有する構成となっている。フランジ５は手
摺バー壁固定部を構成するエルボ３の端部を壁面に対して固定するために、周縁に形成さ
れた複数の第二のネジ孔１２を有し、エルボ３およびブッシュ２０、フランジ５を連結す
るための止めねじ６を差し込むための第一のねじ孔１１が設けられている。
【００３３】
　施工方法として、（１）ブッシュ２０の上側保持部１６をエルボ３’の下端部に挿入す
る。（２）フランジ５にブッシュ２０の下側保持部１７を当接し、（３）フランジ５の裏
面から止めねじ６を螺合する。（４）フランジ５の周縁に形成された複数の第二のネジ孔
１２にネジ７を介し浴室Ｙの壁面に固定する。（５）意匠カバー４をブッシュ２０の被係
止部１８に係合させる。こうすることにより、手摺は浴室Ｙの壁面に強固に固定されるこ
とになる。また、浴室Ｙの壁面にネジ７を介し、浴室Ｙ側である表面から手摺１を固定で
きるので、極めて施工性が良好であるといえる。
【００３４】
　図９は、第二の実施形態である手摺を壁面へ固定した場合の手摺本体の端部９の断面図
である。フランジ５と保持部材であり上側保持部１６、下側保持部１７を有するブッシュ
２０が止めネジ６で螺合接続され、エルボ３’の端部に形成された凹部１５にブッシュ２
０上側保持部１６を嵌合した状態で保持されている。さらに、意匠カバー４をブッシュ２
０の壁面に向かって縮径した被係止部１８に複数の長爪部１３、短爪部１４を係合させる
よう構成されている。
【００３５】
　図１０は、第二の実施形態である手摺を薄いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大
断面図である。図中αはフランジ５の厚みを示し、比較的薄い場合を示したものである。
フランジ５の厚みが比較的薄いαとした場合、意匠カバー４は短爪部１４よりも長爪部１
３により保持されることになる。この場合、長爪部１３が被係止部１８に当接した状態と
なるが、長爪部１３は壁側（図１０では下側）に押圧する力が働き、意匠カバー４がガタ
付くことなく強固にブッシュ２０の下側保持部１７に保持されることになる。
【００３６】
　図１１は、第二の実施形態である手摺を厚いフランジを用い壁面へ固定した場合の拡大
断面図である。図中βはフランジ５の厚みを示し、図１０のαに対し、厚みが大きい場合
を示したものである。フランジ５の厚みが比較的厚いβとした場合、意匠カバー４は長爪
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部１３よりも短爪部１４により保持されることになる。この場合、短爪部１４が被係止部
１８に当接した状態となるが、短爪部１４は壁側（図１１では下側）に押圧する力が働き
、意匠カバー４がガタ付くことなく強固にブッシュ２０の下側保持部１７に保持されるこ
とになる。この場合、長爪部１３は被係止部１８に係止されずブッシュ２０の円周部に当
接することになる。これにより長爪部１３はブッシュ２０の内側に押圧する力が働き、意
匠カバー４が円周方向に回転するのを抑制する効果を奏することになる。
【００３７】
　以上のような構成としたため、手摺１のフランジ５の厚みを変更した場合であっても、
意匠カバー４に形成された長爪部１３、短爪部１４がブッシュ２０の下側保持部１７の側
面に形成された被係止部１８に係止するので、カバー４と壁面に隙間を生じることなく、
フランジ５の厚さ違いに同一部品で対応することができる。そのため、部品点数も多くな
らず、コストも高くならず、かつ良好な施工性と意匠性とを有する手摺を提供することが
できる。
【符号の説明】
【００３８】
１…手摺、２…握り部、３…エルボ、４…意匠カバー、５…フランジ、６…止めねじ、７
…ネジ、８…曲げ部、９…手摺本体の端部、１０…被係止部、１１…第一のネジ孔、１２
…第二のネジ孔、１３…長爪部、１４…短爪部、１５…凹部、１６…上側保持部、１７…
下側保持部、１８…被係止部、２０…ブッシュ、

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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